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年

月 年

日 月

日

住
　
所

　
　
　

第
四
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）
登
録
証
再
交
付
申
請
書

登
　
　
録
　
　
証
　
　
再
　
　
交
　
　
付
　
　
申
　
　
請
　
　
書

右
の
登
録
証
を
 
令
和

登

録

記

号

番

号

沖
縄
県
教
育
委
員
会
殿

令
和

交

付

年

月

日

備
　
　
　
　
考

本
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
代
え
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方

法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
申
請
を

行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

備

考

印

記
載
上
の
注
意

備
考
の
欄
に
は
、
種
別
、
長
さ
（
全
長
）
及
び
銘
文
並
び
に
登
録
証
を
亡
失
し
、
盗
み
取
ら
れ
、
又
は
滅
失
し
た
事
情

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

登
録
の
事
務
を
行
う
地
方
公
共
団
体
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
「
都
（
道
府
県
）
教
育
委
員

会
殿
」
を
「
都
（
道
府
県
）
殿
」
と
す
る
こ
と
。

滅

失

し

盗
み
取
ら
れ

亡

失

し

住
　
所

氏
　
名

た
か
ら
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。


